
「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の
基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を
明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現
すること」が目的として規定されている。

刑事訴訟法１条

検察の役割

検察官や検察事務官の経験年数等に応じ
た各種研修において、
関係者の人権に配慮した捜査・公判運営
各種人権問題への配慮
・ヘイトスピーチ
・部落差別（同和問題）
・障害者等
国際人権関係条約

に関する講義等を実施

研修

検察職員に対する人権に関する研修について
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